
5.  事務局企画調整会議
関 係 資 料

○設置要領

○名簿

○経過報告
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1 ．目的

　�　岡山県社会福祉協議会の事業運営や企画調整に関する重要事項について協議するため、幹部会議

及び中堅（指導的）職員会議を開催する。

2．幹部会議

　（ 1）構成

　　幹部会議は、常務理事、事務局長、各部所長、その他常務理事が必要と認める者を持って構成する。

　（ 2）協議事項

　　幹部会議の協議事項は、次のとおりとする。

　　①本会における重要な事項又は 2以上の部所に関わる事業の企画・調整

　　②事業計画及び収支予算の策定・編成に関する調整

　　③経営・活動強化計画の策定・評価及び進行管理に関する調整

　　④事務局職員の育成方針及び必要な研修・研鑽等に関する事項

　　⑤前各号に定めるものの他、常務理事が特に必要と認める事項

　（ 3）運営方法

　　①幹部会議は、常務理事が主宰し、総務企画部長が召集する。

　　②幹部会議は、原則として、週 1回開催する。

　　③特に必要がある場合は、臨時会議を開催することができる。

3．中堅（指導的）職員会議

　（ 1）構成

　　�　中堅（指導的）職員会議は、各部所から選任された中堅（指導的）職員をもって、構成する。なお、

選任は各部所長が行うものとする。

　　　また、協議事項によって、各部所長がオブザーバーとして参加することができる。

　（ 2）役割

　　�　中堅（指導的）職員会議は、幹部会議を補佐し、2（ 2）に定める協議事項における事前調整・

準備の他、事務局内への情報共有並びに周知徹底において補完的な役割を担う。

　　�　また、組織の発展・改善に向けて、その他の新任及び中堅職員全体の意見を集約し、幹部会議

へ提案・提言していく役割を担う。

　（ 3）協議事項

　　�　中堅（指導的）職員会議の協議事項は、 2（ 2）に定める事項及び幹部会議で必要と認められ

た事項

岡山県社会福祉協議会

事務局企画調整会議　設置要領 幹部会議及び中堅職員会議
開催要領
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　（ 4）運営方法

　　①中堅（指導的）職員会議は、総務企画部から選任された職員が召集する。

　　②中堅（指導的）職員会議は、必要に応じて、適宜開催する。

　　③特に必要がある場合は、その他の新任及び中堅職員の参加を要請することができる。

　　なお、その参加要請は、幹部会議の協議にもとづき、当該部所長が行う。

4．会議の所管（とりまとめ）

　　幹部会議及び中堅（指導的）職員会議の所管（とりまとめ）は、総務企画部が担う。

附　　則

　　この要領は、平成23年 7 月 1 日から施行する。
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氏　　名 所　属　・　役　職

水　田　健　一 常務理事（兼）事務局長

浅　原　義　充 総務企画部部長

岡　　　智　明 次長（兼）地域福祉部部長

吉　田　光　臣 福祉支援部部長

大　森　治　美 福祉支援部　福祉人材支援班　副部長

山　下　泰　三 地域福祉部　経営支援班　副部長

木　村　真　悟 地域福祉部　地域支援班　副部長　　　　　　　　※中堅職員会議参画

石　井　慎　一 福祉支援部　生活支援班　副部長　　　　　　　　※中堅職員会議参画

〈幹部会議〉

氏　　名 所　属　・　役　職

矢　尾　直　子 地域福祉部　経営支援班　主査

西　原　俊　明 福祉支援部　福祉人材支援班　主査

米　田　宣　和 総務企画部　主査

貝　原　　　翠 地域福祉部　地域支援班　主査

小武守　敬　子 福祉支援部　生活支援班　主任

〈中堅職員会議〉

事務局企画調整会議

名　　簿

※所属・役職は令和 5 年 3 月現在
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回　数 開催年月日 内　　　　容

第 1回会議 R 4 . 4 . 6 ◦�第 7 次計画最終評価の進め方について

第 2回会議 R 4 . 4 .11 ◦�第 7 次計画最終評価（ 5カ年目）のスケジュール等について

第 3回会議 R 4 . 4 .27 ◦�第 7 次計画最終評価（ 5カ年目）のスケジュール等について

第 4回会議 R 4 . 5 .12 ◦�第 7 次計画最終評価（ 5カ年目）のスケジュール等について

第 5回会議 R 4 . 5 .31 ◦�第 7 次計画評価総括表の作成及び重点到達目標の評価について

第 6回会議 R 4 . 6 . 6
◦�第 7 次計画評価総括表の作成及び重点到達目標の評価について
◦�第 8 次経営・活動計画�体系の整理について

第 7回会議 R 4 . 6 .13 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系の整理について

第 8回会議 R 4 . 6 .20
◦�第 7 次計画評価総括表等各シートの作成及び重点到達目標の評価について
◦�第 8 次経営・活動計画�体系の整理について

幹部会議① R 4 . 6 .24
◦�第 7 次計画評価総括表等各シートの作成及び重点到達目標の評価、第 6次計画答
申内容への対応状況について

第 9回会議 R 4 . 6 .29
◦�第 7 次計画評価総括表等各シートの作成及び重点到達目標の評価について
◦�第 8 次経営・活動計画�体系の整理について

第10回会議 R 4 . 7 . 6 ◦第 7次計画評価総括表等各シートの作成及び重点到達目標の評価の修正について

幹部会議② R 4 . 7 . 8
◦�第 7 次計画評価総括表等各シートの作成及び重点到達目標の評価の修正について
◦�第 8 次経営・活動計画�体系の整理について

第11回会議 R 4 . 7 .11
◦�第 7 次計画評価総括表等各シートの作成及び重点到達目標の評価の修正について
◦�第 8 次経営・活動計画�体系の整理について

職員会議 R 4 . 7 .11 ◦�第 7 次計画の最終評価と今後のスケジュールについて

幹部会議③ R 4 . 7 .15 ◦�第 8 次経営・活動計画の体系（案）について

第12回会議 R 4 . 7 .19
◦�第 7 次経営・活動計画�最終評価にかかる内部評価書（案）について
◦�第 8 次経営・活動計画�重点目標等について

第13回会議 R 4 . 7 .26 ◦�第 8 次経営・活動計画�重点目標等について

第14回会議 R 4 . 8 . 4
◦�第 7 次経営・活動計画�最終評価について
◦�第 8 次経営・活動計画�重点目標・経営方針について

第15回会議 R 4 . 8 .10
◦�第 7 次経営・活動計画�最終評価について
◦�第 8 次経営・活動計画�重点目標について

中堅職員会議及び幹部会議等

経過報告
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回　数 開催年月日 内　　　　容

第16回会議 R 4 . 8 .23
◦�第 7 次経営・活動計画�最終評価について
◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・推進目標について

第17回会議 R 4 . 8 .30 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点目標・推進目標について

第18回会議 R 4 . 8 .31 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点目標・推進目標について

幹部会議④ R 4 . 9 . 2 ◦�第 8 次経営・活動計画の体系（案）について

第19回会議 R 4 . 9 . 2 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点目標・推進目標について

第20回会議 R 4 . 9 . 6 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点目標・推進目標について

第21回会議 R 4 . 9 .15
◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点目標・推進目標について
◦�第 8 次経営・活動計画�システムの構築について

第22回会議 R 4 . 9 .22 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点取組について

幹部・中堅
合同会議①

R 4 . 9 .26 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・重点取組・経営／活動方針について

第23回会議 R 4 .10. 5 ・第 8次経営・活動計画�体系・経営／活動方針・重点取組について

幹部・中堅
合同会議②

R 4 .10. 6 ◦�第 8 次経営・活動計画�体系・重点取組・経営／活動方針について

第24回会議 R 4 .10.11
◦�第 8 次経営・活動計画�重点取組について
◦�第 8 次経営・活動計画�システムの構築について

第25回会議 R 4 .10.25
◦�第 8 次経営・活動計画の策定について
◦�第 8 次経営・活動計画の評価方法について

第26回会議 R 4 .10.28 ◦�第 8 次経営・活動計画の企画書作成・評価方法について

第27回会議 R 4 .11. 7 ◦�第 8 次経営・活動計画の実施計画書／第 7次計画との比較表について

第28回会議 R 4 .11.10 ◦�第 8 次経営・活動計画の実施計画書／第 7次計画との比較表について

幹部会議⑤ R 4 .11.10 ◦�第 8 次経営・活動計画の体系（案）について

第29回会議 R 4 .11.29
◦�第 8 次経営・活動計画の実施計画書について
◦�事業企画書（プレ）について

第30回会議 R 4 .12. 7
◦�令和 5年度事業計画（全体方針／経営・活動方針／重点的取組）の役割分担・フォー
マットについて

第31回会議 R 5 . 1 .10
◦�令和 5年度事業計画（全体方針／経営・活動方針／重点的取組）の役割分担・フォー
マットについて

第32回会議 R 5 . 2 .17 ◦�第 7 次経営・活動計画�令和 4年度事業評価のスケジュールについて
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